
令和７年度 職業紹介事業 オンライン研修会

令和８年２月１９日（木）

厚生労働省 石川労働局

職業安定部 需給調整事業室 1



本日の説明内容

１ 労働関係法令について

２ 職業紹介事業のポイントについて

３ 令和７年度事業報告について

４ 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等について
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１ 労働関係法令について

～労働基準法に適合した内容での求人受理に向けて～

資料２「労働基準法の基礎知識」により説明します
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２ 職業紹介事業のポイントについて

～職業紹介にまつわる情報提供について～
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① 許可証の備え付け、業務の運営に関する規程・手数料
表・返戻金制度に関する事項についての情報提供

職業安定法第32条の４／業務運営要領

・これらについては、事業所内の掲示のほか、自社ホームページへの掲載でも可

・この情報提供は、次の「取扱職種の範囲等の明示」とは別個に行うもの
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職業安定法第32条の13／則24条の5



② 求人者・求職者に取扱職種の範囲等の明示

職業安定法第32条の13／則24条の5／業務運営要領

明示すべき事項

・取扱職種の範囲等（職種及び地域）

・手数料に関する事項

・苦情の処理に関する事項

・求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

・返戻金制度に関する事項
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※原則、求人・求職の受理後（受理時を含む）に書面で交付
※相手方の希望がある場合は電子メール等によることも可能



求人者・求職者に両方に
明示できるように準備し
てください
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※求人者・求職者ともに同じ
内容にて明示してください。



③ 違約金等の契約内容の明示

職業安定法指針 第六の九及び第八の五 ※令和7年4月改正

明示が必要となるもの、明示方法

・違約金その他、当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について

・金額、発生条件、解除方法を含む契約の内容を分かりやすく、明瞭かつ正確に

・手数料表の明示と個々の紹介就職により発生する手数料の明示の関係
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※求人者が事後に同一文面を再読できる方法により明示を行う。口頭、ホーム
ページの該当箇所の教示では不可。

示した書面等により明示を行う →基本契約書等の関係書類の再点検を



④ 業務の目的（個人情報の利用目的）の明示

職業安定法第５条の５

・収集された求職者等の個人情報が」どのように保管され、または使用されるの
か、求職者が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示する

×の例「職業紹介事業のため使用します」
〇の例
「職業紹介で応募を希望する求人先に応募情報を提供する際に使用するため」
「求人情報に関するメールマガジンを配信するため」
「職業紹介で求職者に開示の許諾を得た業務提携先に提供する際に使用するため」
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⑤ 労働条件等の明示

職業安定法第５条の３／則第４条の２

・令和６年４月改正により明示項目
が増えている。
令和６年４月改正の項目に限らず、
今一度項目全体を確認ください。

職業安定法第５条の４に定める
的確表示や、正確かつ最新の内容
に保つための措置にも留意
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⑤ 労働条件等の明示が必要な項目

職業安定法第５条の３／則第４条の２／業務運営要領

・労働者が従事すべき業務の内容（変更の範囲を含む）

・労働契約の期間

・試みの使用期間（試用期間）

試用期間の有無、試用期間の期間

試用期間中と試用期間終了後の業務の内容等が異なるときは、それぞれの内容

・有期契約を更新する場合の基準（通算契約期間又は有期

労働契約の更新回数に上限の定めがある場合はその上限を含

む）

・就業の場所（変更の範囲を含む）

・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有
無、休憩時間、休日
労基法第38条の3、38条の4のみなし労働時間が適用される場合、労基法第41条

の2の高度プロフェッショナル制度が適用される場合はその旨
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・賃金の額
賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給

※固定残業代の支払いがある場合の記載方法に注意

・健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用

・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称

・労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合
はその旨

・就業場所における受動喫煙防止措置



⑥ 人材サービス総合サイトによる情報提供

職業安定法第32条の16第3項／則第24条の８

登録が必要な情報

① 紹介による就職者数

② ①のうち、無期雇用就職者の数

③ ②のうち、就職から6カ月以内に離職した者の数

④ ②のうち、就職から6カ月以内に離職したかどうか明らかでない者の数

⑤ 手数料表に関する事項（手数料表及び手数料実績）

⑥ 返戻金に関する事項
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※ 手数料実績については次ページも参照



⑥ 人材サービス総合サイトによる情報提供（手数料実績）

対象となるもの、算出方法

・前年度に取り扱った常用就職（無期及び4か月以上）が多い上位5職種
（10件以下の職種は掲載不要）

・上記に該当する職種ごとの 1件あたりの平均手数料率を公開
手数料の総額／就職後1年間に支払われる見込み賃金の総額（※）

手数料を定額で徴収している場合は、平均手数料率の実績に代えて当該手数料
額の掲載で可。
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※関係雇用主から徴収する手数料は含まない。 小数第2位で四捨五入する。

職業安定法第32条の16第3項／則第24条の８ ※令和7年4月改正
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案内リーフレット



人材サービス総合サイトに
入力するには…

人材サービス総合サイトにログインして各情報
を入力してください

ID・パスワードをなくした場合は、
「再発行依頼書」（石川労働局HPに掲載）を送
付してください
→書面にて再発行いたしますので、返信用封筒
もつけてください（簡易書留分の切手貼付）
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ここからログイン
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人材サービス総合サイトのイメージ

17-ユ-○○○○○○

17-ユ-○○○○○○

石川県金沢市○○
076-○○○-○○○○

石川県金沢市○○
076-○○○-○○○○

実績がない場合であっても、『０』の入力が必要です！

『－』のままであると、未入力（入力されていない）と判断するため、人材サービス総
合サイトへの情報提供をしてないものとして、是正指導の対象となります。
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人材サービス総合サイト
詳細情報画面

石川県金沢市○○

076－○○○-○○○○
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よくある違反事項や注意事項について

ここまでに示した情報提供・明示についての違反
のほかにも、次のような点も見受けられます



① 変更事項について期日までに提出されていない

職業安定法第32条の7（職業安定法第30条第2号）

届出が必要なもの

１.氏名又は名称及び住所、並びに法人にあっては代表者の氏名

２.法人にあってはその役員の氏名及び住所

３.職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地

４.職業紹介責任者の氏名及び住所

５.その他厚生労働省令で定める事項…取扱職種範囲等、取次機関など
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変更届は事実の発生の翌日から起算して１０日以内

職業紹介責任者および、登記事項証明書の添付を要する場合

は３０日以内に提出

来室の際はご連絡ください
０７６－２６５－４４３５
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② 各管理簿が作成されていない、または項目不足

職業安定法第32条の15

備え付けが義務づけられているもの

・求人管理簿

・求職管理簿

・手数料管理簿
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求人管理簿
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ａ：調査により確認
調査結果、調査日、調査方法を記載

ｂ：６か月以内の離職により返戻金制度に基づき
返金が行われたか否か

a、b いずれかの方法により記載することが必要



転職勧奨禁止期間
6か月以内の離職状況
(a)、(b)のいずれかを記載

R1.7.1
～

R3.6.30

無期雇用就職者に関する事項

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか

　□離職　☑離職せず　□不明
・調査日：R2.1.15
・調査方法：電話確認
(b)返戻金制度に基づく返金で確認
・6か月以内の離職による返金
　□返金有　□返金無

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか
　☑離職　□離職せず　□不明
・調査日：R2.1.15
・調査方法：電話確認
(b)返戻金制度に基づく返金で確認
・6か月以内の離職による返金
　☑返金有　□返金無

R1.7.1
～

R3.6.30

求職管理簿
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ａ：調査により確認
調査結果、調査日、調査方法を記載

ｂ：６か月以内の離職により返戻金制度に基づき
返金が行われたか否か

a、b いずれかの方法により記載することが必要



【求人管理簿】【求職管理簿】

求人管理簿、求職管理簿の求人数・求職者数が同じ数で、いずれも紹介し、
就職している、という例が見受けられる
→それが成り立つのは、求人・求職ともに100％のマッチングの場合のみ

【手数料管理簿】
手数料の算出根拠となった賃金について、具体的な金額が記載されていない
例が見受けられる →算出根拠となった賃金、割合等をわかるように記載

ちなみに・・
求人管理簿、求職管理簿は、求人・求職の有効期間の終了後２年間の保存
→求人・求職の有効期間末日を定めていない事業所は注意

各管理簿についての その他の注意点
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③ 求人受理時に求人者の自己申告を求めていない

職業安定法指針 第六

様式例について
令和7年12月に改訂あり

（育児介護休業法改正に伴う条文整理）
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3 令和７年度事業報告について
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令和７年度事業報告（令和８年4月30日までに報告）について

～必ず最新の様式をダウンロードしてご提出ください～

様式第8号「取扱業務等の区分」にかかる職業分類番号は、既に令和4年
版厚生労働省編職業分類に変更されています。

下記厚生労働省HP内には、上記に対応した様式第8号（エクセル版）が掲載
されており、各欄プルダウンで職種分類を選択できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html
（ページ下部「様式集ー事業報告書」を参照）

また、事業報告の提出は、e-Gov電子申請のホームページから電子申請によ
り行うこともできますので、積極的にご利用ください。
※利用方法の詳細はe-Gov電子申請のホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html
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4 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等について



許可有効期間が更新となった
際に提出もれがないように、
準備してください
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職業紹介事業の許可条件の追加

業務運営要領

令和7年1月1日から追加されている許可条件

・職業安定法指針に規定されている「転職勧奨の禁止」及び「お祝い金等の提供
の禁止」が許可条件に追加
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近年では、的確な明示、明示項目の追加、違約金を含めた利用料金の明示など、
明示する情報の内容や金銭に関連する改正がなされている
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案内リーフレット
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本研修終了後、必ずアンケートにご回答をお願いします。

本日16時ころ、参加申込み時に登録いただいたメールアドレスあて
アンケート回答依頼メールが届きますので、1週間以内にご回答をお願いします。

職業紹介事業に関するご相談・お問い合わせ先

石川労働局 職業安定部 需給調整事業室
金沢市西念3丁目４番１号 金沢駅西合同庁舎５階

076-265-4435
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